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QA 　
成
人
病
予
防
や
老
人
の

健
康
維
持
に
、
水
中
運
動

が
大
変
有
効
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
お
り
、
町
内
の
人

も
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で

他
の
町
村
へ
出
か
け
て
プ

ー
ル
を
利
用
し
て
い
る
人

が
多
く
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

町
内
に
子
ど
も
か
ら
大
人

ま
で
利
用
で
き
る
多
目
的

温
水
プ
ー
ル
の
建
設
に
つ

い
て
、
計
画
は
あ
る
か
。 

　
温
浴
施
設
は
、
町
民
の

関
心
も
高
く
、
健
康
増
進

や
身
体
機
能
の
維
持
回
復

等
に
通
年
で
利
用
が
で
き

る
こ
と
か
ら
、
町
と
し
て

も
施
設
整
備
に
関
す
る
調

査
研
究
は
必
要
と
考
え
て

い
る
。
今
後
は
、
近
隣
施

設
の
利
用
状
況
、
建
設
費
、

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
、
民

間
施
設
の
利
用
等
総
合
的

に
調
査
し
、
建
設
の
是
非

に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

町内に町営温水プール（温浴施設）の建設を。 
 
調査研究は必要と考えるが、具体的な計画に至って
いない。　　　　　　　　　　　　（平町民生部長） 

Q

A

（藤河議員） 

　
フ
リ
ー
タ
ー
２００
万
人
、
ニ
ー
ト

６４
万
人
と
年
々
増
加
す
る
事
に
憂
慮

し
た
国
は
色
々
対
策
を
考
え
て
い
る

が
、 

①
　
町
内
の
フ
リ
ー
タ
ー
、
ニ
ー
ト

の
人
数
は
把
握
し
て
い
る
か
。 

②
　
こ
の
若
者
達
を
引
き
こ
も
り
に

さ
せ
な
い
為
に
、
町
は
対
策
を
考

え
て
い
る
の
か
。 

Q　 ①
　
統
計
的
に
就
学
者
と
区
別
が
つ

か
な
い
た
め
、
現
在
人
数
に
つ
い

て
は
把
握
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
問
題
は
雇
用
・
少
子
高
齢
化
、

産
業
や
経
済
問
題
な
ど
広
範
囲
に

渡
り
影
響
を
及
ぼ
す
国
の
重
要
な

課
題
と
認
識
し
て
い
る
。 

②
　
今
年
度
よ
り
厚
生
労
働
省
の
受

託
事
業
と
し
て
、
筆
産
業
の
活
性

化
及
び
雇
用
の
拡
大
を
図
る
事
業

を
行
っ
て
い
る
。
本
事
業
に
、
こ

の
よ
う
な
人
達
を
巻
き
込
む
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
事
業
の
展
開
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。 

（
前
土
井
総
務
部
長
） 

　
　
子
ど
も
達
の
将
来
に
備
え
、
職

場
体
験
等
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
行

っ
て
い
る
。
ま
た
、
ニ
ー
ト
を
持

つ
保
護
者
を
対
象
と
し
た
講
座
を

検
討
し
て
い
る
。 

（
立
花
教
育
部
長
） 

A

民
生
部
門
関
連
質
問 

町内のフリーター、ニートの実態について。 
 
人数の把握はしていないが、対策は検討していく。 

（前土井総務部長、立花教育部長） 

Q

A

（山野議員） 

　 ①
　
今
ま
で
の
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー

と
ど
う
違
う
の
か
。 

②
　
何
の
た
め
に
新
し
く
組
織
変
更

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。 

③
　
４
月
か
ら
運
営
を
始
め
て
２
ヶ

月
半
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
支
援
事

業
の
内
容
な
の
か
。 

④
　
今
後
、
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ

て
い
く
の
か
。 

Q　 ①
　
こ
れ
ま
で
は
、
「
在
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
、
町
直
営

の
基
幹
型
と
社
会
福
祉
法
人
等
に

委
託
し
運
営
し
て
い
た
地
域
型
で

高
齢
者
の
在
宅
支
援
を
行
っ
て
い

た
。
今
回
設
置
し
た
「
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
」
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
相
談
・
支
援
業
務
に
加
え
、

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
支
援
、

高
齢
者
虐
待
防
止
法
に
基
づ
く
権

利
擁
護
に
関
す
る
業
務
等
を
行
う
。 

②
　
介
護
保
険
法
改
正
に
伴
い
、
人

口
２
〜
３
万
人
の
生
活
圏
域
に
１

ヶ
所
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
た

た
め
で
あ
る
。 

③
　
主
に
は
、
介
護
認
定
で
要
支
援

１
及
び
２
と
認
定
さ
れ
た
方
へ
の

支
援
業
務
を
行
っ
て
い
る
。 

④
　
高
齢
者
だ
け
で
な
く
、
障
害
者

の
相
談
・
支
援
及
び
児
童
虐
待
に

つ
い
て
の
支
援
な
ど
、
総
合
的
な

相
談
・
支
援
業
務
を
行
う
機
関
と

し
て
位
置
付
け
て
い
き
た
い
。 

A

地域包括支援センターについて。 
 
総合相談・支援機関として幅広い活動を行っていく。 

（内田福祉課長） 

Q

A

（山野議員） 




